
    

    

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度からからからから「「「「檜原村高齢者医療費檜原村高齢者医療費檜原村高齢者医療費檜原村高齢者医療費のののの助助助助

成制度成制度成制度成制度」」」」がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。    

助成制度助成制度助成制度助成制度につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、皆皆皆皆さまがさまがさまがさまが診療所診療所診療所診療所やややや

病院病院病院病院・・・・薬局薬局薬局薬局・・・・治療院等治療院等治療院等治療院等のののの窓口窓口窓口窓口でででで支払支払支払支払うううう金額金額金額金額（（（（入入入入

院時院時院時院時のののの食事代食事代食事代食事代などをなどをなどをなどを除除除除くくくく保険適用分保険適用分保険適用分保険適用分のののの一部負担一部負担一部負担一部負担

金金金金））））のののの半額半額半額半額（（（（１１１１////２２２２））））をををを助成助成助成助成いたしますいたしますいたしますいたします。。。。助成助成助成助成はははは

４４４４月月月月にににに受診受診受診受診したしたしたした分分分分からからからから対象対象対象対象になりますのでになりますのでになりますのでになりますので、、、、診診診診

療所療所療所療所やややや病院病院病院病院・・・・薬局薬局薬局薬局・・・・治療院等治療院等治療院等治療院等でででで支払支払支払支払ったったったった分分分分のののの領領領領

収書収書収書収書をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに保管保管保管保管しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。    

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、次次次次ののののページページページページ以降以降以降以降をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

檜原村檜原村檜原村檜原村    村民課村民課村民課村民課    

檜原村檜原村檜原村檜原村高齢者医療費助成制度高齢者医療費助成制度高齢者医療費助成制度高齢者医療費助成制度のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月月月月受診受診受診受診したしたしたした分分分分からからからから助成助成助成助成がががが始始始始まりますまりますまりますまります。。。。    



    

    

    

●●●●助成対象助成対象助成対象助成対象者者者者    

次の条件のすべてを満たす方 

①７５歳以上の方 

②村内に住民登録をした日から引き続き３年以上住所のある方 

③後期高齢者医療被保険者の方 

④檜原村介護保険被保険者の方 

⑤後期高齢者医療保険料及び介護保険料を１年以上滞納していない方 

⑥生活保護法による保護を受けていない方 

※年の途中で上記の条件のすべてを満たす場合には、満たした日からが

対象となります。 

 

 

●●●●医療費医療費医療費医療費のののの助成申請方法助成申請方法助成申請方法助成申請方法    

診療所や病院・薬局・治療院等で支払った「領収書」をなるべく１か月

分まとめて、翌月に役場村民課窓口、または、やすらぎの里１階福祉けん

こう課窓口へ申請してください。 

 

（申請受付場所・時間） 

役場１階 村民課窓口 

・午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日・年末年始除く） 

やすらぎの里１階 福祉けんこう課窓口 

・午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日・年末年始除く） 

 

 

●●●●申請申請申請申請にににに必要必要必要必要なものなものなものなもの    

①高齢者医療費助成金支給申請書（窓口に用意してあります） 

②後期高齢者医療被保険者証 

③介護保険被保険者証 

④印鑑 

⑤領収書 

⑥振込口座の通帳（口座番号がわかるもの） 

※対象者本人のものを原則とします。対象者が死亡、またはやむをえ

ず本人以外の名義の口座を指定する場合、申立書や委任状が必要です。 

 

 

檜原村高齢者医療費助成制度檜原村高齢者医療費助成制度檜原村高齢者医療費助成制度檜原村高齢者医療費助成制度についてについてについてについて    

－１－ 



 

 

●●●●助成対助成対助成対助成対象外象外象外象外のののの費用費用費用費用についてについてについてについて    

・保険適用でない治療や薬剤にかかる費用 

・入院時の食事療養及び生活療養標準負担額 

・他の法令によって助成される部分 

・高額療養費に該当する部分 

・医師の証明書にかかる文書作成料 

・申請する月より２年以上前に受診した費用 

 

 

●●●●医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成までのまでのまでのまでの流流流流れれれれ    

例例例例：：：：４４４４月月月月にににに病院病院病院病院でででで受診受診受診受診したしたしたした場合場合場合場合    

 

 

 ・必要書類を添えて申請。 

 

 

 ・役場にて内容確認 

助成対象費用など内容確認に時間がかかりますので、予めご容

赦願います。 

 

 

 

・指定された口座に振り込みます。 

 

 

●●●●参考参考参考参考    

領収書領収書領収書領収書のののの見方見方見方見方    

次のページをご参照下さい。 

 

 

●●●●問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

檜原村 村民課 村民保険係 

電話５９８－１０１１（内線１１６・１１９） 

 

 

 

７月末（予定）に助成金支給 

５月に申請 

－２－ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 領収額合計が 3,400 円であるが保険部分の負担額が 400 円とある

ので、助成対象金額は 400 円になり、その半額（1/2）を助成いたし

ますので、200 円が助成金額となります。 

 
計算式：助成対象金額 400 円×1/2（半額助成）＝助成金額助成金額助成金額助成金額 200200200200 円円円円 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 領収額合計が 60,210 円であるが保険部分の負担額が 19,820 円と

あるので、助成対象金額は 19,820 円になり、その半額（1/2）を助

成いたしますので、9,910 円が助成金額となります。 

 
計算式：助成対象金額 19,820 円×1/2（半額助成）＝助成金額助成金額助成金額助成金額 9,9109,9109,9109,910 円円円円 

 

※上記の領収書はイメージであり、各医療機関によって形式が異なります。 

参考参考参考参考：：：：領収書領収書領収書領収書のののの見方見方見方見方 

 

ここここここここのののの金額金額金額金額がががが

助成対象助成対象助成対象助成対象金金金金額額額額    

 

ここここここここのののの金額金額金額金額がががが

助成対象助成対象助成対象助成対象金金金金額額額額    

●●●●外来外来外来外来のののの場合場合場合場合 

●●●●入院入院入院入院のののの場合場合場合場合 

平成 23 年 4 月 
－３－ 


